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主な活動内容 

 ・県民の歯科医療、口腔保健等の推進 

 ・セミナーや研修会・講習会の開催 

       ・知識や技術向上のための活動 

       ・最新の情報発信 

 ・広報誌の発行 

 ・待遇や利益の保持、改善 

 ・行政との連携 

＊歯科技工士会は、会員一人ひとりの力を合わせて 

「歯科技工士」を取り巻く環境を整備し、制度改革に取り組み 

「歯科技工士」を魅力ある素晴らしい職業とするための団体です。 

 

研修会・セミナーの開催 
会員は無料で受講でき、受講者の励みとして所定単位を一定期間内に取得する期間単位制を実施。 
単位は日本歯科技工士会が管理し継続的に開催しています。 

厚生労働省や県行政、関連団体との窓口 
省令改正や指針、照会等随時様々な通知が発出されますが、会員にはいち早く連絡し、広報誌や講習会等を通して詳細な内容 

の周知を行っています。また、業界での様々な問題について交渉し歯科技工所運営や生活環境の改善に取り組んでいます。 

歯科技工士仲間と一緒に関係団体や地域住民との交流 
県内各地に地域支部があり、地域歯科医師会や歯科衛生士会との共同行事や、“歯と口の健康週間”をはじめとする 

地域歯科保健活動に参画し、併せて歯科技工士の社会 PR に貢献しています。 

県条例に沿った産業廃棄物の適正処理 
静岡県では、条例により産業廃棄物管理責任者の設置や産業廃棄物処理委託先の実地確認とその記録の保存等について 

定められていますが、静岡県歯科技工士会ではその実地確認を代行し記録を確認証として発行しています。 

広報誌の発行 
日本歯科技工士会が発行する『日本歯技』（毎月）と、静岡県歯科技工士会が発行する『MY EVANS』（年 3 回）が配布されます。 

共済制度 
長寿祝金、出生祝金、病気や災害の見舞金、死亡弔慰金、死亡保険金など万が一の時の共済制度が充実しています。 

 

 

静岡県歯科技工士会は 12 の地域支部と 3 区のブロックで構成

されています。県内に居住又は就業している歯科技工士ならど

なたでも入会 OK！ 
 

 
 

 

Q．会費は何に使われているのですか？ 

A．最新の情報発信や、研修会・セミナーの開催、社会 PR

を兼ねた地域歯科保健活動、会員共済など、会員の活動

のために使われています。 

Q．会費はいくらですか？ 

A．勤務や自営、年齢によって違ってきますが概ね以下の

通りになりますので参考にしてください。 

 
Q．もし歯科技工士会がなかったら？ 

A．正しい情報が得られず、また、お互い切磋琢磨する機

会が減るため技術水準が下がり、海外から安い歯科補綴

物等が輸入され歯科技工料も下がります。その結果、仕

事がなくなり給料も安くなり、社会的地位も低くなってしま

います。何より良質な歯科医療が成り立たなくなります。 

そのような事にならないよう、歯科技工士会は歯科技工士

の職域を守っているのです。 
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